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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年９月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年５月５日 １０時５７分ごろ 

発生場所 香川県坂出市櫃
ひつ

石
いし

島北西方沖 

 下津井港一文字防波堤西灯台から真方位１７０°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２５.５′ 東経１３３°４７.７′） 

事故の概要  遊覧船１１るり丸は、北北西進中、また、プレジャーボートマリー

号は、漂泊中、両船が衝突した。 

マリー号は、同乗者１人が負傷し、船尾部外板の破口等を生じ、ま

た、１１るり丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和元年５月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊覧船 １１るり丸、２.８７トン 

   ＯＹ３－１６８９５（漁船登録番号）、個人所有 

８.５０ｍ（Lr）×２.２０ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２２０kＷ、昭和５３年９月２１日 

第２７１－８５３０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート マリー号、１.４トン 

２７１－３５２４４香川、個人所有 

５.５９ｍ（Lr）×２.１１ｍ×１.１０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３６kＷ、平成１４年７月２３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２９歳 

   二級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１７年８月１９日 

免許証交付日 平成３０年１１月１５日 

           （令和６年９月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１１年１１月３０日 

免許証交付日 平成３０年１２月１４日 

           （令和６年１１月２９日まで有効） 

  同乗者Ｂ₁ 男性 ４６歳 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（同乗者Ｂ₁） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船尾部外板に破口等、主機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風速 約１.８m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、遊覧客９人を乗せ、瀬戸大橋

（下津井瀬戸大橋及び櫃石島橋）を見物しながら遊覧する目的で、櫃

石島を右回りで一周することとし、令和元年５月５日１０時３５分ご

ろ岡山県倉敷市下津井港を出港した。 

Ａ船は、船長Ａが、操舵室左舷側の操縦席に腰を掛けて操船に当た

り、下津井瀬戸大橋下及び櫃石島橋下を約１０ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により航行した。 

船長Ａは、１０時５３分ごろ、櫃石島橋下を通過し終えて右転した

とき、右舷前方にプレジャーボート１隻（以下「Ｃ船」という。）を

認めたものの、その他に船舶を認めなかったので、前路に航行の支障

となる他船はいないと思い、西ノ埼管制信号所の信号塔を船首目標と

して約１２knに増速した。 

Ａ船は、船首が浮上して船首死角が生じた状態で、船長Ａが、Ｃ船

を見ながら航行を続けていたところ、衝突の衝撃を感じて直ちに主機

を後進としたが、Ｂ船の船尾部に乗り上げて停止した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 船首死角が生じた状態で航行中のＡ船（イメージ） 

 

船長Ａは、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂ₁及び船長Ｂの家族

右舷前方のＣ船 

船首死角に隠れ 

て見えないＢ船 

船首死角 
船
長
Ａ 
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（以下「同乗者Ｂ₂」という。）を乗せ、釣りの目的で、０６時３０分

ごろ櫃石島東岸にある船溜まりを出航し、同島周辺の釣り場を転々と

移動しながら０９時３０分から１０時００分ごろ、櫃石島北西方沖の

釣り場に到着した。 

Ｂ船は、船首を北北西方に向け、主機を中立運転とし、同乗者Ｂ₁

が後部甲板右舷側で、同乗者Ｂ₂が操舵室の右舷側で、船長Ｂが同乗

者Ｂ₁と同乗者Ｂ₂の間でそれぞれ右舷方を向いて釣りを行いながら漂

泊をしていた。 

船長Ｂは、１０時５４分ごろ船尾方約１,０００～１,２００ｍにＡ

船を初認したが、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けると思って釣り

を続けていたところ、Ａ船がＢ船に近づいてくるように感じたので、

Ａ船に向かって手を上げた。 

船長Ｂは、手を上げてＢ船の存在を知らせている最中に、同乗者Ｂ

₂が、魚を釣り上げ、「釣れた、釣れた。」と言いながら船長Ｂの目の

前に釣り針に掛かった魚を持ってきたので、釣り針から魚を外してあ

げた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、船尾方を見たところ、約３０ｍに接近したＡ船

を認め、大声を出すとともに主機を前進とし、右舵を取ったが、１０

時５７分ごろ、Ｂ船の船尾部にＡ船の船首部が衝突し、その衝撃で同

乗者Ｂ₁が船外に投げ出され、Ａ船の船首部が乗り上がった状態で停

まった。 

同乗者Ｂ₁は、Ａ船の後部甲板にいた遊覧客に救助された。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂ₂は、Ｂ船が船尾部から浸水し始め、沈没しそ

うになったので、一緒に海に飛び込み、Ｃ船に救助された。 

Ｃ船の船長は、渡船の船長に救助を要請した。 

Ｂ船の乗船者３人は、要請を受けて駆けつけた渡船によって下津井

港に運ばれた後、渡船の船長が要請した救急車で病院に搬送され、同

乗者Ｂ₁が、約３週間の加療を要する右肋骨骨折、頸
けい

椎捻挫及び腰椎

捻挫と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、約１１kn の速力になると船首が浮上し、操縦席からは正船

首左舷方約８°から右舷方約１５°までの範囲に死角を生じていた。 

船長Ａは、ふだん船首を左右に振って船首死角を補う見張りを行っ

ていたが、本事故時、前路に航行の支障となる他船はいないと思い込

み、船首死角を補う見張りを行っていなかったので、船首死角に隠れ

ていたＢ船に衝突するまで気付かなかった。 

船長Ｂは、ふだんから周囲を見ながら釣りを行っており、本事故

時、船尾方から接近するＡ船を視認していたものの、ちょうど同乗者

Ｂ₂が釣り上げた魚を釣り針から外していて、Ｂ船を移動させる時機

が遅れてしまったと本事故後に思った。 
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Ｂ船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、櫃石島北西方沖を船首方に死角が生じた状態で北北西進

中、船長Ａが、右舷前方にＣ船を認めたものの、その他に船舶を認め

なかったので、前路に航行の支障となる他船はいないと思い込んだま

ま航行を続けたことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船に衝

突したものと考えられる。 

船長Ａは、船首浮上による死角を補う操船を行わなかったことか

ら、前路で漂泊中のＢ船に気付かなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、櫃石島北西方沖で釣りをしながら漂泊中、船長Ｂが、船尾

方にＡ船を初認した際、航行中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けると思っ

て漂泊を続けたことから、約３０ｍに接近したＡ船を認め、大声を出

すとともに主機を前進として右舵一杯を取ったものの、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因 本事故は、櫃石島北西方沖において、Ａ船が船首方に死角が生じた

状態で北北西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、前路に航行の支障とな

る他船はいないと思い込んだまま航行を続け、また、船長Ｂが、航行

中のＡ船が漂泊中のＢ船を避けると思って漂泊を続けたため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船首方に死角を生じているときは、常に船首を左右に振るなど死

角を補う見張りを行いながら航行すること。 

・漂泊中に接近する他船を認めたときは、音響による注意喚起信号

を行い、更に接近してくる場合、余裕のある時機に移動して衝突

を避ける措置をとること。 

 

 



 

 

      付図１ 事故発生経過概略図 
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岡山県倉敷市 

櫃石島 

下津井港 

Ａ船 

下津井港一文字防波堤西灯台 

広島県広島市 

江田島市 

櫃石島 

岡山県 

倉敷市 

香川県 

坂出市 

事故発生場所 

（令和元年５月５日 

 １０時５７分ごろ発生） 

Ｂ船（漂泊中） 

瀬
戸
大
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西ノ埼管制信号所 

下
津
井
瀬
戸
大
橋 
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石
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橋 

Ｃ船 

船溜まり 


